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(57)【要約】
【課題】日射や気温などによる樹脂枠の温度変化による
変形などの影響を軽減できる片引き窓を提供すること。
【解決手段】片引き窓１は、上枠２１、下枠２２、第１
縦枠２３、第２縦枠２４を有する窓枠２と、固定面材３
と、内障子４と、第１縦枠２３に取り付けられる金属製
の縦枠用カバー材６０と、下枠２２に取り付けられる金
属製の下枠用カバー材５０とを備える。縦枠用カバー材
６０は、第１縦枠２３の固定面材３に対向する見込み面
において、閉鎖位置にある内障子４よりも室外側に露出
する縦枠室外露出面を被覆する。下枠用カバー材５０は
、下枠２２の上面において、閉鎖位置にある内障子４よ
りも室外側に露出する下枠室外露出面を被覆する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂製の上枠、下枠、第１縦枠、第２縦枠を有する枠体と、
　少なくとも前記第１縦枠から離れた位置で前記枠体内に固定される固定面材と、
　前記枠体内に前記固定面材の室内側に沿ってスライド移動可能に設けられて、前記第１
縦枠と前記固定面材との間の開口を閉鎖可能な可動障子と、
　前記第１縦枠に取り付けられる金属製の縦枠用カバー材と、
　前記下枠に取り付けられる金属製の下枠用カバー材とを備え、
　前記縦枠用カバー材は、前記第１縦枠の前記固定面材に対向する見込み面において、閉
鎖位置にある可動障子よりも室外側に露出する縦枠室外露出面を被覆し、
　前記下枠用カバー材は、前記下枠の上面において、閉鎖位置にある可動障子よりも室外
側に露出する下枠室外露出面を被覆する
　ことを特徴とする片引き窓。
【請求項２】
　請求項１に記載の片引き窓において、
　前記下枠は、見込み片部と、前記見込み片部から上方に突出されて前記可動障子を案内
する下レールと、前記下レールの室内側で前記見込み片部から上方に突出された室内見付
け片部と、前記下レールの室外側で前記見込み片部から上方に突出された室外見付け片部
とを備え、
　前記室内見付け片部、下レール、室外見付け片部および前記下枠用カバー材の上面高さ
位置は、同じ高さに設定されている
　ことを特徴とする片引き窓。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の片引き窓において、
　前記下枠および前記下枠用カバー材間には、下枠側ホロー部が形成され、
　前記第１縦枠および前記縦枠用カバー材間には、縦枠側ホロー部が形成されている
　ことを特徴とする片引き窓。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の片引き窓において、
　前記下枠用カバー材の上面は、室外側に向かって下がる水勾配が形成されている
　ことを特徴とする片引き窓。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の片引き窓において、
　前記下枠用カバー材および前記縦枠用カバー材は、表面板部材と、立ち上がり部材とを
備えて構成され、
　前記表面板部材は、前記下枠用カバー材および前記縦枠用カバー材が取り付けられる下
枠または縦枠に形成された突起に係合するフック部と、前記立ち上がり部材が係合する溝
部とを有し、
　前記立ち上がり部材は、前記下枠または前記縦枠に係合する係合部と、前記表面板部材
の前記溝部に係合する突片部とを有する
　ことを特徴とする片引き窓。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の片引き窓において、
　前記下枠には、下枠の上面から突出する突出片が下枠の長手方向に連続して形成され、
　前記突出片には、排水経路となる切欠部が形成され、
　前記下枠の室外端部には、網戸レールが取り付けられ、前記切欠部は前記網戸レールで
隠されている
　ことを特徴とする片引き窓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、建物の躯体開口部に設置される片引き窓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の躯体開口部に設けられるサッシとして、サッシ枠（枠体）や、枠体の内側に設け
られる障子の框材を、塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）等の樹脂で形成することで、断熱性能を
向上させ、結露を防止する樹脂サッシが知られている（特許文献１参照）。
　この特許文献１では、日射などの影響で、樹脂製の枠体の温度が過度に上昇して、熱変
形が生じると、外観品質が低下する課題を解決するため、枠体の室外側部位の見込み面を
覆うように、金属製のカバー材を室外側部位の長手方向に沿って取り付けていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１５１８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１では、前記金属製のカバー材が取り付けられる樹脂サッシは、Ｆ
ＩＸ窓と、縦すべり出し窓、すべり出し窓等の障子が室内外方向に開閉する開き窓である
が、片引き窓においても日射の影響等を軽減できる樹脂サッシが求められていた。
【０００５】
　本発明の目的は、日射や気温などによる樹脂枠の温度変化による変形などの影響を軽減
できる片引き窓を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の片引き窓は、樹脂製の上枠、下枠、第１縦枠、第２縦枠を有する枠体と、少な
くとも前記第１縦枠から離れた位置で前記枠体内に固定される固定面材と、前記枠体内に
前記固定面材の室内側に沿ってスライド移動可能に設けられて、前記第１縦枠と前記固定
面材との間の開口を閉鎖可能な可動障子と、前記第１縦枠に取り付けられる金属製の縦枠
用カバー材と、前記下枠に取り付けられる金属製の下枠用カバー材とを備え、前記縦枠用
カバー材は、前記第１縦枠の前記固定面材に対向する見込み面において、閉鎖位置にある
可動障子よりも室外側に露出する縦枠室外露出面を被覆し、前記下枠用カバー材は、前記
下枠の上面において、閉鎖位置にある可動障子よりも室外側に露出する下枠室外露出面を
被覆することを特徴とする。
【０００７】
　本発明の片引き窓は、可動障子が固定面材の室内側に配置された内動片引き窓であるた
め、閉鎖位置にある可動障子の室外側に、縦枠室外露出面および下枠室外露出面が露出す
る。各露出面は、縦枠用カバー材および下枠用カバー材で被覆されているので、太陽光が
縦枠室外露出面および下枠室外露出面に到達することが防止される。このため、樹脂枠で
ある縦枠や下枠の表面温度が上昇することも防止でき、樹脂枠の熱変形等の影響を軽減で
きる。
【０００８】
　本発明の片引き窓において、前記下枠は、見込み片部と、前記見込み片部から上方に突
出されて前記可動障子を案内する下レールと、前記下レールの室内側で前記見込み片部か
ら上方に突出された室内見付け片部と、前記下レールの室外側で前記見込み片部から上方
に突出された室外見付け片部とを備え、前記室内見付け片部、下レール、室外見付け片部
および前記下枠用カバー材の上面高さ位置は、同じ高さに設定されていることが好ましい
。
　下枠の室内見付け片部、下レール、室外見付け片部および前記下枠用カバー材の上面高
さ位置が、同じ高さに設定されていれば、下枠上面をフラット化して車椅子などが移動可
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能なバリアフリーの片引き窓とすることができる。
　なお、前記室内見付け片部、下レール、室外見付け片部および前記下枠用カバー材の上
面高さ位置が同じ高さであるとは、車椅子等での移動を阻害しない高さ寸法の差は許容す
るものである。
【０００９】
　本発明の片引き窓において、前記下枠および前記下枠用カバー材間には、下枠側ホロー
部が形成され、前記第１縦枠および前記縦枠用カバー材間には、縦枠側ホロー部が形成さ
れていることが好ましい。
　下枠側ホロー部および縦枠側ホロー部を備えていれば、下枠用カバー材および縦枠用カ
バー材を、下枠および縦枠から離間して配置できる。このため、各カバー材が下枠、縦枠
に密着して配置されている場合に比べて、金属製のカバー材から樹脂枠に熱が伝わること
を抑制できる。したがって、樹脂枠の熱変形をさらに抑制できる。
【００１０】
　本発明の片引き窓において、前記下枠用カバー材の上面は、室外側に向かって下がる水
勾配が形成されていることが好ましい。
　下枠用カバー材の上面に水勾配が形成されていれば、下枠用カバー材の上面に降った雨
水などを室外側に容易に排水でき、下枠用カバー材の上面に水が溜まることを防止できる
。
【００１１】
　本発明の片引き窓において、前記下枠用カバー材および前記縦枠用カバー材は、表面板
部材と、立ち上がり部材とを備えて構成され、前記表面板部材は、前記下枠用カバー材お
よび前記縦枠用カバー材が取り付けられる下枠または縦枠に形成された突起に係合するフ
ック部と、前記立ち上がり部材が係合する溝部とを有し、前記立ち上がり部材は、前記下
枠または前記縦枠に係合する係合部と、前記表面板部材の前記溝部に係合する突片部とを
有することが好ましい。
　各カバー材を、表面板部材および立ち上がり部材の２部材を備えて構成することで、各
カバー材を下枠や縦枠にスナップフィット式に容易に取り付けることができる。また、下
枠用カバー材には水勾配が形成された表面板部材を用意し、縦枠用カバー材には水勾配が
形成されていない表面板部材を用意することで、立ち上がり部材を兼用しながら、水勾配
の有無で２種類のカバー材を構成できる。したがって、部品種類を少なくでき、製造コス
トを低減できる。
【００１２】
　本発明の片引き窓において、前記下枠には、下枠の上面から突出する突出片が下枠の長
手方向に連続して形成され、前記突出片には、排水経路となる切欠部が形成され、前記下
枠の室外端部には、網戸レールが取り付けられ、前記切欠部は前記網戸レールで隠されて
いることが好ましい。
　下枠の上面から突出する突出片は、カバー材の取付けなどに利用できる。また、突出片
に切欠部が形成されていれば、下枠の上面に流入した雨水が突出片で堰き止められること
がなく、切欠部から室外側に排水できる。また、網戸レールで切欠部を隠しているので、
切欠部が室外側から視認されることがなく、意匠性を向上できる。さらに、切欠部を隠す
部品を網戸レールで兼用しているので、部品点数を少なくできる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の片引き窓によれば、日射や気温などによる樹脂枠の温度変化による変形などの
影響を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る片引き窓を示す内観姿図。
【図２】前記実施形態に係る片引き窓を示す斜視図。
【図３】前記実施形態に係る片引き窓を示す縦断面図。
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【図４】前記実施形態に係る片引き窓を示す横断面図。
【図５】前記実施形態に係る片引き窓の下枠を示す拡大断面図。
【図６】前記実施形態に係る片引き窓の要部の横断面図。
【図７】前記実施形態に係る片引き窓の要部の分解斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［本実施形態の構成］
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　本実施形態に係る片引き窓１は、図１～４に示すように、建物躯体の開口部に設置され
るものであり、窓枠２（枠体）と、窓枠２内に固定された固定面材３と、窓枠２内に左右
方向にスライド移動可能に配置された内障子４（可動障子）とを備えた内動片引き窓であ
る。
【００１６】
　窓枠２は、図２の室外側から見た斜視図に示すように、上枠２１、下枠２２および左右
の縦枠２３，２４を四周枠組みし、縦枠２３，２４間に中骨２５を設けて構成されている
。上枠２１、下枠２２、左右の縦枠２３，２４および中骨２５は、樹脂製の押出形材によ
って形成された樹脂枠材である。図１において右側（図２において左側）に示す縦枠２３
は、内障子４に対して戸先側に位置しており、後述する戸先側の縦框４３が当接する戸先
側の縦枠（第１縦枠）を構成している。図１において左側（図２において右側）に示す縦
枠２４は、内障子４に対して戸尻側に位置する戸尻側の縦枠（第２縦枠）を構成している
。
【００１７】
　上枠２１、下枠２２および左右の縦枠２３，２４は、図３，４に示すように、室外見付
け片部２１０と、見込み片部２２０と、室内見付け片部２３０とをそれぞれ有している。
上枠２１、下枠２２、縦枠２３の各室外見付け片部２１０と中骨２５とには、図４，５に
示すように、閉鎖位置にある内障子４に対向して位置する気密材２６が四周連続して取り
付けられている。
　上枠２１および下枠２２の気密材２６が取り付けられる装着溝２１１（図５，６参照）
において、固定面材３が配置される中骨２５および縦枠２４間には装着溝２１１を塞ぐ目
地ガスケット２８が取り付けられている。この目地ガスケット２８は、縦枠２４にも取り
付けられている。目地ガスケット２８の中骨２５側の端部は、上枠２１および下枠２２に
固定される図示しない風止版に当接されている。
　上枠２１には、内障子４を左右方向に案内する上レール２４１が形成されており、下枠
２２には、内障子４を左右方向に案内する下レール２４２が形成されている。
　縦枠２３、２４には、内障子４の戸当り部２４３、２４４が形成されている。
【００１８】
　固定面材３は、図３，４に示すように、トリプルガラス等からなる面材３１を備えてい
る。面材３１の室内面側周縁は、上枠２１、下枠２２、縦枠２４の各室外見付け片部２１
０と中骨２５の室内見付け片部２５１とに当接している。面材３１の室外側周縁は、上枠
２１、下枠２２、縦枠２４および中骨２５に装着された押縁２７に当接している。
　このように面材３１は、上枠２１、下枠２２、縦枠２４および中骨２５によって図１に
示す片引き窓１の左半分の位置に固定されている。
【００１９】
　内障子４は、上框４１、下框４２、左右の縦框４３，４４およびトリプルガラス等から
なる面材４５を四周框組みして構成されている。上框４１、下框４２および左右の縦框４
３，４４は、樹脂製の押出形材によって形成された樹脂框材である。図１において右側に
示す縦框４３は戸先側の縦框であり、図１に示す縦框４４は戸尻側の縦框（召合せ框）で
ある。
　面材４５は、上框４１、下框４２、縦框４３，４４と、これらの框に装着された押縁４
７とで挟持されている。
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【００２０】
　次に、上枠２１、下枠２２および左右の縦枠２３，２４について、図５に拡大して示す
下枠２２を例に説明する。
　図５に示すように、下枠２２の見込み片部２２０は、見込み方向つまり室内外方向に沿
って形成され、複数の中空部（ホロー部）を有する形状とされている。室外見付け片部２
１０は、見込み片部２２０の見込み方向の略中間部から各枠の見付け方向（下枠２２では
上方）に突設されている。
　見込み片部２２０は、室外見付け片部２１０よりも室外側に延出する室外延出部２２１
と、室外延出部２２１の室外側に延出され、かつ、室外延出部２２１よりも厚さ寸法が小
さい室外端部２２２とを備えている。
　室内見付け片部２３０は、見込み片部２２０の室内側端部から各枠の見付け方向に突設
されている。
【００２１】
　室外延出部２２１の見込み面（上面）には、断面略Ｌ字状に形成された係合片部２２３
が一体に形成されている。係合片部２２３は、見込み片部２２０の上面から見付け方向（
下枠２２では上方）に突設され、さらに室外方向に延長されている。
　係合片部２２３よりも室外側には、室外延出部２２１と室外端部２２２との厚さ寸法の
差で生じる段差部２２４が形成されている。このため、室外延出部２２１の上面と、室外
端部２２２の上面は、段差部２２４を介して連続している。
【００２２】
　室外端部２２２の上面には、突出片部２２５と、取付片部２２６とが一体に形成されて
いる。
　突出片部２２５は、段差部２２４よりも室外側の位置で、室外端部２２２の上面から見
付け方向（下枠２２では上方）に突設されている。このため、突出片部２２５と段差部２
２４との間には溝が形成されている。
　取付片部２２６は、突出片部２２５よりも室外側の位置で、室外端部２２２の上面から
見付け方向に突設され、さらに室外方向に延長されている。このため、突出片部２２５と
取付片部２２６との間にも溝が形成されている。この突出片部２２５と取付片部２２６と
の溝は、前記押縁２７の取付溝としても利用されている。
　ここで、突出片部２２５および取付片部２２６の上面は、室外延出部２２１の上面とほ
ぼ同じ高さ位置とされている。
【００２３】
　室外見付け片部２１０には、前記気密材２６が装着される装着溝２１１が形成されてい
る。また、室外見付け片部２１０の上端部の室外面には、室外側に僅かに突出する突起２
１２が形成されている。
　下枠２２の下レール２４２には溝２４５が形成され、図３に示すように戸車４６を案内
するレール部材２４６が保持されている。
【００２４】
　上枠２１および縦枠２３、２４は、下枠２２における下レール２４２に対応する上レー
ル２４１、戸当り部２４３、２４４の形状が相違する点と、下枠２２の室外端部２２２の
下面には断面Ｌ字状の係止部２２７が形成されているのに対し、上枠２１および縦枠２３
、２４には形成されていない点を除き、下枠２２と同じ断面形状とされている。すなわち
、上枠２１、縦枠２３、２４は同一断面形状とされている。
【００２５】
　下枠２２において、中骨２５および縦枠（第２縦枠）２４間は固定面材３が配置される
ため、室外側に露出しない。一方、下枠２２において、中骨２５および縦枠（第１縦枠）
２３間は固定面材３が配置されていない開口とされており、この部分が内障子４の室外側
に露出する下枠室外露出面２０５とされている。
　また、縦枠２４の見込み面は固定面材３が配置されるため室外側に露出しない。一方、
縦枠２３の見込み面において、内障子４の室外側の部分は、図６に示すように、縦枠室外
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露出面２０６とされている。
　すなわち、下枠室外露出面２０５は、下枠２２の室外見付け片部２１０の上面において
装着溝２１１よりも室外側の面と、室外見付け片部２１０の室外面と、室外延出部２２１
の上面とを備えて構成されている。
　同様に、縦枠室外露出面２０６は、縦枠２３の室外見付け片部２１０の表面（見込み面
）において装着溝２１１よりも室外側の面と、縦枠２３の室外見付け片部２１０の室外面
と、室外延出部２２１の表面とを備えて構成されている。
【００２６】
　下枠２２および縦枠２３には、アルミニウムやステンレス等の金属製とされて、下枠室
外露出面２０５および縦枠室外露出面２０６を覆う下枠用カバー材５０および縦枠用カバ
ー材６０が取り付けられている。
　下枠用カバー材５０は、図６、７にも示すように、前記縦枠２３に取り付けられた縦枠
用カバー材６０と、中骨２５との間に配置されて下枠２２に取り付けられている。なお、
下枠用カバー材５０の長さ寸法（下枠２２の長手方向に沿った寸法であり、片引き窓１の
左右方向の寸法）は、縦枠用カバー材６０および中骨２５間の寸法に比べて僅かに小さく
されている。これは、樹脂製の下枠２２と、金属製の下枠用カバー材５０とで線膨張係数
が異なるため、熱による伸び量の違いを吸収できるようにするためである。このため、下
枠用カバー材５０と中骨２５との間に隙間が生じるため、この隙間を隠すために、端部キ
ャップ５３が配置されている。
【００２７】
　端部キャップ５３は、下枠用カバー材５０および中骨２５間に配置される本体板部５３
１と、本体板部５３１の上面および室外面に取り付けられたカバー板部５３２、５３３と
を備えている。本体板部５３１には、前記下枠用カバー材５０を支持する突起部５３４が
形成されている。この突起部５３４は、下枠用カバー材５０が熱によって伸縮しても突起
部５３４の上面から外れないような長さ寸法に設定されている。また、突起部５３４は、
下枠用カバー材５０の端部に当接する面が傾斜面とされ、本体板部５３１に対して弾性変
形可能に構成されている。このため、端部キャップ５３を、下枠用カバー材５０および中
骨２５間の隙間に上方から押し込むと、突起部５３４の傾斜面が下枠用カバー材５０の端
部に当接して突起部５３４が中骨２５側に弾性変形し、下枠用カバー材５０が突起部５３
４の傾斜面を超えると、突起部５３４が元の状態に戻り、下枠用カバー材５０に係合する
。これにより、端部キャップ５３を下枠用カバー材５０および中骨２５間に取り付けるこ
とができる。
【００２８】
　次に、下枠用カバー材５０および縦枠用カバー材６０について詳細に説明する。なお、
各カバー材５０、６０は、ほぼ同じ構成であるため、下枠用カバー材５０を例に説明する
。
　下枠用カバー材５０は、図５に示すように、表面板部材５１と、立ち上がり部材５５と
の２部材で構成されている。
　立ち上がり部材５５は、立ち上がり壁部５６と、係止片部５７とを備えて構成されてい
る。
　立ち上がり壁部５６は、下枠２２の見付け方向に沿って設けられ、その下端部は、取付
片部２２６の角部（凸部）に係合する係合溝を有する係合部５６１と、係合部５６１から
斜め下方に延出されたガイド部５６２とを備えている。立ち上がり壁部５６の上端部は、
室内側に延出された突片部５６３を備えている。
【００２９】
　係止片部５７は、立ち上がり壁部５６から室内側に突出した水平部５７１と、水平部５
７１の先端から斜め下方に向かって延出された傾斜部５７２と、傾斜部５７２の下端から
下方に向かって延出された鉛直部５７３と、鉛直部５７３の上下方向の中間部から室内側
に突出された当接部５７４とを備えている。このため、鉛直部５７３の下端は、当接部５
７４よりも下方に突出して形成されている。
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　当接部５７４の室内側先端には、斜め上方に延出されたガイド部５７５が形成されてい
る。
【００３０】
　立ち上がり部材５５は、係合部５６１の係合溝が取付片部２２６の凸部に係合し、鉛直
部５７３の室内面が見込み片部２２０の段差部２２４に当接している。この際、取付片部
２２６の凸部と段差部２２４との間の寸法は、係合されていないフリー状態の立ち上がり
部材５５における係合部５６１の溝部および鉛直部５７３の室内面間の寸法よりも小さな
寸法に設定されている。このため、立ち上がり部材５５は、取付片部２２６および段差部
２２４間にはめ込まれた状態では、立ち上がり壁部５６および係止片部５７が撓んで配置
され、係合部５６１および鉛直部５７３が取付片部２２６および段差部２２４に付勢され
た状態で取り付けられている。
　また、立ち上がり部材５５を取り付ける場合には、立ち上がり壁部５６のガイド部５６
２が取付片部２２６に当接して係合部５６１が室内側に移動するように弾性変形するため
、係合部５６１の取付片部２２６への係合をスムーズに行うことができる。
【００３１】
　当接部５７４は、係合片部２２３と見込み片部２２０の上面との間の溝に差し込まれて
おり、ガイド部５７５が係合片部２２３に当接することで、鉛直部５７３が上方に浮き上
がることを防止している。したがって、鉛直部５７３が段差部２２４から外れることも防
止できる。
　したがって、立ち上がり壁部５６の係合部５６１、係止片部５７の鉛直部５７３、当接
部５７４、ガイド部５７５によって、立ち上がり部材５５を下枠２２に係合する係合部が
構成されている。
【００３２】
　表面板部材５１は、平板状に形成された表面板部５１１と、表面板部５１１の室外側端
縁部近傍の下面から突設された断面Ｌ字状の係合片部５１２と、表面板部５１１の室内側
端部の近くの下面から突設されたフック部５１３とを備えている。
　表面板部材５１と立ち上がり部材５５とは、係合片部５１２で形成される溝部に、立ち
上がり壁部５６の突片部５６３を差し込むことで連結されている。
　また、フック部５１３の折曲された凸部を、室外見付け片部２１０の突起２１２に係止
することで、表面板部材５１は、スナップフィット式に室外見付け片部２１０に取り付け
られる。
　なお、表面板部材５１において、フック部５１３よりも室内側に延出された部分は、室
外見付け片部２１０の上面に当接し、室外見付け片部２１０に取り付けられた気密材２６
部分までを覆っている。
　この際、表面板部５１１は、その表面が室内側から室外側に向かって低くなるように水
勾配が付けられている。この水勾配は、２～４度程度、例えば３度とされ、表面板部５１
１上の雨水等をスムーズに室外側に排出できるように設定されている。
【００３３】
　縦枠用カバー材６０は、図６に示すように、表面板部材６１と、立ち上がり部材６５と
を備えている。立ち上がり部材６５は、下枠用カバー材５０の立ち上がり部材５５と同一
部品であるため、説明を省略する。
　表面板部材６１は、表面に水勾配が形成されていない点を除き、下枠用カバー材５０の
表面板部材５１と同じ構成であるため、説明を省略する。
【００３４】
　下枠用カバー材５０は、表面板部材５１の室内側端部と、立ち上がり部材５５の下端部
とで、下枠２２に接触しているが、その他の部分は下枠２２から離れて配置されている。
このため、下枠用カバー材５０と下枠２２との間には、下枠側ホロー部（中空部）５９が
形成されている。
　縦枠用カバー材６０も、同様に、表面板部材６１の室内側端部と、立ち上がり部材６５
の下端部とで縦枠２３に接触し、その他の部分は縦枠２３から離れて配置されている。こ
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のため、縦枠用カバー材６０と縦枠２３との間には、縦枠側ホロー部（中空部）６９が形
成されている。
【００３５】
　また、縦枠用カバー材６０の表面板部材６１の見込み面は、縦枠２３の室外見付け片部
２１０、室内見付け片部２３０、戸当り部２４３の見込み面とほぼ揃った位置に配置され
ている。このため、内障子４を開いた際に、縦枠２３および縦枠用カバー材６０の見込み
面がほぼ直線状に揃って配置されて意匠性が向上する。
【００３６】
［網戸レール］
　上枠２１および下枠２２には、スライド式の網戸７０を案内する網戸レール７１が取り
付けられている。網戸レール７１は、アルミニウムやステンレス等の金属製のレールであ
り、図５に示すように、取付片部２２６にビス止めされる固定片部７１１と、固定片部７
１１から網戸７０側に突出するレール部７１２と、固定片部７１１から室外端部２２２側
に突出するカバー部７１３とを備えている。
　レール部７１２の上端は、下枠用カバー材５０の上面や、室外見付け片部２１０、室内
見付け片部２３０の上面とほぼ同じ高さ位置とされている。
　カバー部７１３は、網戸レール７１を固定するビスが室外側に露出しないように、室外
端部２２２と取付片部２２６との間の溝部の開口を覆っている。ただし、カバー部７１３
と室外端部２２２との間には僅かな隙間が設定され、その隙間から排水可能に構成されて
いる。
【００３７】
　縦枠２３および縦枠２４には、図４，６に示すように、室外端部２２２の室外面（見付
け面）を被覆し、網戸７０の縦框が当接するカバー７５が取り付けられている。このカバ
ー７５は、アルミニウムやステンレス等の金属製のカバーであり、縦枠２３、２４の取付
片部２２６にビス止めされる固定片部７５１と、固定片部７５１から網戸７０側に突出す
る戸当り部７５２と、固定片部７５１から室外端部２２２側に突出するカバー部７５３と
を備えている。
　カバー部７５３は、室外端部２２２と取付片部２２６との間の溝部の開口から、室外端
部２２２の室外面を覆い、さらに、室外端部２２２に沿って室内側に折曲され、その先端
部は、室外端部２２２に形成された凹部に係合されている。
【００３８】
［排水経路］
　下枠用カバー材５０で被覆された下枠２２の下枠室外露出面２０５は、内障子４の室外
側に配置されるため、前記下枠側ホロー部５９には雨水が浸入する。また、縦枠用カバー
材６０の表面に付着した水も、縦枠用カバー材６０から下枠２２の室外延出部２２１に流
れる。このため、下枠２２の下枠側ホロー部５９に浸入した水を排水する経路が必要とな
る。
　本実施形態では、下枠２２において室外延出部２２１の表面に係合片部２２３が形成さ
れ、室外端部２２２の表面に突出片部２２５、取付片部２２６が形成されている。そのた
め、係合片部２２３、突出片部２２５、取付片部２２６の一部を切り欠いて、排水経路と
している。
【００３９】
　係合片部２２３は、図６，７にも示すように、縦枠２３側の端部と、中骨２５側の端部
との２箇所に切欠部２２８が形成されて排水経路とされている。
　また、突出片部２２５および取付片部２２６も２箇所に切欠部２２９が形成されて排水
経路とされている。この切欠部２２９は、下枠２２の長手方向に沿った位置が、前記係合
片部２２３の２つの切欠部２２８とは異なる位置に形成されている。
　したがって、下枠側ホロー部５９に浸入した水は、係合片部２２３に沿って流れて左右
いずれかの切欠部２２８から突出片部２２５側に流れ、さらに突出片部２２５に沿って流
れた水は、切欠部２２９から網戸レール７１の下側の隙間を介して室外側に排出される。
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なお、本実施形態では、突出片部２２５、取付片部２２６によって、下枠２２の上面から
突出して下枠２２の長手方向に連続する突出片が構成され、切欠部２２９によって突出片
に形成された切欠部が構成されている。
【００４０】
　ここで、係合片部２２３に形成された切欠部２２８は、下枠用カバー材５０で覆われて
隠されている。
　突出片部２２５、取付片部２２６に形成された切欠部２２９は、網戸レール７１のカバ
ー部７１３によって室外側から視認できないように隠されている。また、取付片部２２６
の上面には、網戸レール７１の固定片部７１１が取り付けられており、固定片部７１１の
室内側には下枠用カバー材５０が配置されて前記切欠部２２９が覆われているので、網戸
レール７１のレール部７１２と、下枠用カバー材５０の立ち上がり部材５５との隙間から
も前記切欠部２２９は視認できないように隠されている。
【００４１】
［カバー材の取付手順］
　以下、本実施形態に係る片引き窓１において、下枠用カバー材５０および縦枠用カバー
材６０の取付手順について説明する。なお、縦枠用カバー材６０の取り付け手順は、下枠
用カバー材５０と同一であるため、以下の説明では、下枠用カバー材５０の取り付け手順
を例に説明する。
　まず、立ち上がり部材５５を、下枠２２に取り付ける。すなわち、立ち上がり部材５５
を室内側に傾けた状態で、ガイド部５７５および当接部５７４を係合片部２２３の溝部に
差し込む。そして、当接部５７４を差し込んで、鉛直部５７３が段差部２２４に当接した
ら、立ち上がり部材５５を垂直方向に戻し、立ち上がり壁部５６のガイド部５６２を取付
片部２２６に押し付け、係合部５６１を取付片部２２６の凸部に係合する。
【００４２】
　次に、図５の二点鎖線で示すように、立ち上がり部材５５の突片部５６３に、表面板部
材５１の表面板部５１１と係合片部５１２間の溝を差し込む。そして、表面板部材５１の
フック部５１３を室外見付け片部２１０の突起２１２に係合して取り付ける。これにより
、下枠用カバー材５０を、ビスなどを用いることなく、スナップフィット式に下枠２２に
取り付けることができる。
　同様の手順で、縦枠用カバー材６０も縦枠２３に取り付けることができる。なお、本実
施形態では、先に縦枠用カバー材６０を取り付けた後に、下枠用カバー材５０を取り付け
る手順とされている。
【００４３】
　以上により、下枠２２の下枠室外露出面２０５が下枠用カバー材５０で覆われ、縦枠２
３の縦枠室外露出面２０６が縦枠用カバー材６０で覆われる。また、下枠用カバー材５０
、縦枠用カバー材６０で覆われていない取付片部２２６の部分は、網戸レール７１および
カバー７５によって覆われる。
【００４４】
［本実施形態の効果］
（１）本実施形態では、内障子４の室外側に露出する下枠２２の下枠室外露出面２０５と
、縦枠２３の縦枠室外露出面２０６とを、下枠用カバー材５０および縦枠用カバー材６０
で被覆しているので、太陽光が下枠室外露出面２０５や縦枠室外露出面２０６に到達する
ことを防止できる。このため、樹脂枠である下枠２２や縦枠２３の表面温度が上昇するこ
とも防止でき、樹脂枠の熱変形等の影響を軽減できる。
　さらに、金属製の網戸レール７１やカバー７５を取り付けているので、下枠用カバー材
５０や縦枠用カバー材６０で覆われていない取付片部２２６や、縦枠２３の室外端部２２
２の室外面に太陽光が照射することを防止でき、この点でも樹脂枠の熱変形などの影響を
より軽減できる。
　また、気温が低い場合に、樹脂製の窓枠２に衝撃が加わると、割れや破損が生じる虞が
ある。特に、下枠２２や縦枠２３は、内障子４を開いて開口を出入りする際に、物を落と
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すことなどで衝撃が加わり、破損する可能性がある。本実施形態では、下枠２２や縦枠２
３の室外露出面２０５，２０６を、金属製の下枠用カバー材５０、縦枠用カバー材６０で
覆って保護しているため、物を落としたりしても、下枠２２や縦枠２３が破損することを
防止できる。
【００４５】
（２）下枠２２と下枠用カバー材５０との間には下枠側ホロー部５９が形成され、縦枠２
３と縦枠用カバー材６０との間には縦枠側ホロー部６９が形成されている。このため、下
枠用カバー材５０および縦枠用カバー材６０を、下枠２２および縦枠２３から離間して配
置でき、金属製のカバー材５０，６０から下枠２２、縦枠２３に熱が伝わることを抑制で
きる。したがって、下枠２２、縦枠２３の熱変形をさらに抑制できる。
【００４６】
（３）下枠用カバー材５０の上面（表面板部材５１の表面）と、下枠２２の室内見付け片
部２３０、下レール２４２、室外見付け片部２１０の各上面と、網戸レール７１の上面と
の高さ位置を同じ高さに設定しているので、下枠２２、下枠用カバー材５０、網戸レール
７１の上面をほぼフラットな状態にできる。このため、下枠２２の上面を車椅子で移動で
き、バリアフリー対応の片引き窓１とすることができる。
【００４７】
（４）下枠用カバー材５０および網戸レール７１の上面と、下枠２２の上面とがほぼ揃っ
ており、縦枠用カバー材６０およびカバー７５の見込み面と、縦枠２３の見込み面とがほ
ぼ揃っているため、下枠２２および縦枠２３の見込み面をほぼフラットでシンプルな意匠
にでき、外観を向上できる。
　その上、下枠２２や縦枠２３の係合片部２２３、段差部２２４、突出片部２２５、取付
片部２２６等を、下枠用カバー材５０、縦枠用カバー材６０、網戸レール７１、カバー７
５で隠すことができ、この点でも意匠性を向上できる。特に、下枠２２の係合片部２２３
や、突出片部２２５、取付片部２２６には、排水経路用の切欠部２２８、２２９を形成し
ているが、これらの切欠部２２８、２２９も下枠用カバー材５０や網戸レール７１で隠す
ことができ、意匠性を向上できる。
【００４８】
（５）下枠用カバー材５０および縦枠用カバー材６０は、下枠２２や縦枠２３にスナップ
フィット式に取り付けられるので、ビス等で固定する場合に比べて、容易に取り付けるこ
とができる。さらに、取り外しも容易であるため、カバー材５０、６０が変形・破損した
場合でも容易に交換できる。
　その上、各カバー材５０、６０は、表面板部材５１、６１と、立ち上がり部材５５、６
５との２つの部材で構成しているので、これらが一体に形成されている場合に比べて、カ
バー材５０、６０の着脱作業を容易に行うことができる。例えば、表面板部材５１、６１
が立ち上がり部材５５、６５と別体であれば、当接部５７４を係合片部２２３の溝部に差
し込む場合などに視認しながら作業でき、各カバー材５０、６０を下枠２２、縦枠２３に
取り付ける作業や取り外す作業を容易に行うことができる。
【００４９】
（６）下枠用カバー材５０、縦枠用カバー材６０において、立ち上がり部材５５、６５は
同一部品を兼用できるため、部品種類を少なくできる。また、表面板部材５１、６１は、
水勾配の有無のみが相違するため、容易に製造できる。
【００５０】
（７）網戸レール７１やカバー７５が、上枠２１、下枠２２、縦枠２３、２４とは別体の
アタッチメント式であるため、網戸７０の種類に応じて交換することができる。したがっ
て、スライド網戸や上げ下げ網戸、ロール網戸など、様々な種類の網戸を利用することが
できる。
　さらに、網戸レール７１、カバー７５は、金属製であるため、樹脂製の断面が細い形状
の網戸レールを用いる場合に比べて、剛性を向上できて、破損や変形の発生を抑制できる
。
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【００５１】
（８）下枠用カバー材５０と中骨２５との間にクリアランスを確保し、その隙間を端部キ
ャップ５３で隠しているので、下枠用カバー材５０と下枠２２との熱伸縮量が異なるため
に、下枠用カバー材５０が中骨２５に押し付けられることも防止できる。
【００５２】
［変形例］
　本発明は、以上の実施形態で説明した構成のものに限定されず、本発明の目的を達成で
きる範囲での変形例は、本発明に含まれる。
　例えば、前記実施形態では、下枠用カバー材５０や網戸レール７１の上面を、室外見付
け片部２１０、室内見付け片部２３０、下レール２４２の上面とほぼ同じ高さとして下枠
２２のフラット化を実現しているが、バリアフリーが要求されない場合には、下枠用カバ
ー材５０の上面高さを、下枠２２の上面と異ならせてもよい。同様に、縦枠用カバー材６
０の見込み面と、縦枠２３の見込み面とを揃えなくてもよい。
【００５３】
　前記実施形態では、下枠用カバー材５０と下枠２２との間に下枠側ホロー部５９を形成
し、縦枠用カバー材６０と縦枠２３との間に縦枠側ホロー部６９を形成していたが、下枠
用カバー材５０や縦枠用カバー材６０を下枠２２や縦枠２３に密着させてホロー部を形成
しなくてもよい。
　カバー７５と同様に、網戸レール７１のカバー部７１３を延長して、上枠２１や下枠２
２の室外端部２２２の室外面を被覆してもよい。
【００５４】
　本発明において、下枠用カバー材５０が下枠２２の上面における下枠室外露出面２０５
を被覆するとは、表面温度が上昇しやすく熱変形等の影響を受けやすい部分や、落下物が
衝突しやすい部分を覆うことを意味する。したがって、下枠用カバー材５０は、下枠室外
露出面２０５の全面を覆うものに限らない。すなわち、下枠用カバー材５０は、下枠２２
の表面温度の上昇を抑制して熱変形等の影響を軽減したり、落下物等が直接下枠２２に衝
突しないように保護できればよいため、前記熱変形等の影響を受けにくい部分や、落下物
が衝突するおそれが無い部分は覆わずに、熱変形等の影響を受けやすい部分や落下物が衝
突するおそれがある部分のみを覆うものでもよい。
　同様に、縦枠用カバー材６０が縦枠２３の見込み面における縦枠室外露出面２０６を被
覆するとは、少なくとも熱変形等の影響を受けやすい部分や、物が衝突しやすい部分を覆
うことを意味する。したがって、縦枠２３の縦枠室外露出面２０６を覆う縦枠用カバー材
６０も、縦枠室外露出面２０６の全面を覆うものに限らず、縦枠室外露出面２０６の一部
を残して覆うものでもよい。
【００５５】
　下枠用カバー材５０や縦枠用カバー材６０は、表面板部材５１、６１および立ち上がり
部材５５、６５が別体とされたものに限定されず、これらが一体に形成されたカバー材で
もよい。また、下枠用カバー材５０や縦枠用カバー材６０の下枠２２や縦枠２３への取付
構造は、前記実施形態に限定されない。
　また、本発明は、前記実施形態の片引き窓１に限定されず、両袖片引き窓にも適用可能
である。
【符号の説明】
【００５６】
　１…片引き窓、２…窓枠（枠体）、３…固定面材、４…内障子（可動障子）、２１…上
枠、２２…下枠、２３…第１縦枠、２４…第２縦枠、２５…中骨、２６…気密材、２７…
押縁、５０…下枠用カバー材、５１…表面板部材、５３…端部キャップ、５５…立ち上が
り部材、５６…立ち上がり壁部、５７…係止片部、５９…下枠側ホロー部、６０…縦枠用
カバー材、６１…表面板部材、６５…立ち上がり部材、６９…縦枠側ホロー部、７０…網
戸、７１…網戸レール、７５…カバー、２０５…下枠室外露出面、２０６…縦枠室外露出
面、２１０…室外見付け片部、２１２…突起、２２０…見込み片部、２２１…室外延出部
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、２２２…室外端部、２２３…係合片部、２２４…段差部、２２５…突出片部、２２６…
取付片部、２２７…係止部、２２８…切欠部、２２９…切欠部、２３０…室内見付け片部
、２４１…上レール、２４２…下レール、５１１…表面板部、５１２…係合片部、５１３
…フック部、５６１…係合部、５６３…突片部、５７３…鉛直部、５７４…当接部、５７
５…ガイド部。

【図１】 【図２】
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